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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置によって異なる２箇所の撮影点で撮像された２枚のパノラマ画像を利用して、
三次元空間中の計測点の三次元位置を計測する三次元位置計測方法であって、
　前記三次元空間中の複数の基準点が写る２枚の前記パノラマ画像を前記撮像装置によっ
て撮像する撮像工程と、
　前記パノラマ画像に設定された画像座標系における前記基準点の二次元位置を取得する
基準点二次元位置取得工程と、
　前記基準点二次元位置取得工程によって取得された前記画像座標系における前記基準点
の二次元位置を、前記撮影点を基準として前記三次元空間に設定されたカメラ座標系にお
ける前記基準点の三次元位置に展開する展開工程と、
　前記展開工程によって展開された前記カメラ座標系における前記基準点の三次元位置と
、前記三次元空間中の前記基準点を基準として設定されたワールド座標系における前記基
準点の三次元位置とに基づいて、前記ワールド座標系における前記撮影点の三次元位置を
算出する三次元位置算出工程と、
　前記画像座標系における前記計測点の二次元位置を前記パノラマ画像上での前記計測点
の二次元位置として取得する取得工程と、
　前記三次元位置算出工程によって算出された前記ワールド座標系における前記撮影点の
三次元位置から定まる前記撮影点間の距離と、前記撮像装置の焦点距離と、前記取得工程
によって取得された前記画像座標系における前記計測点の二次元位置とに基づいて、前記



(2) JP 6167135 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

カメラ座標系における前記計測点の三次元位置を算出する計測点三次元位置算出工程と、
を備えることを特徴とする三次元位置計測方法。
【請求項２】
　前記撮像装置によって撮像される前記パノラマ画像が全方位のパノラマ画像であること
を特徴とする請求項１に記載の三次元位置計測方法。
【請求項３】
　前記撮像工程において、前記基準点が前記三次元空間中で同一平面上に配置された状態
でこれら基準点を前記パノラマ画像に写すことを特徴とする請求項１又は２に記載の三次
元位置計測方法。
【請求項４】
　前記撮像工程において、前記基準点がマーカーとして平板に記された状態でこれら基準
点を前記パノラマ画像に写すことを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の三次
元位置計測方法。
【請求項５】
　前記撮像工程において、寸法と形状が既知の部材上に定められた点を前記基準点として
、これら基準点を前記パノラマ画像に写すことを特徴とする請求項１又は２に記載の三次
元位置計測方法。
【請求項６】
　前記三次元位置算出工程によって算出された前記ワールド座標系における前記撮影点の
三次元位置から定まる前記撮影点間の距離をＬLRとし、前記撮像装置の焦点距離をｆとし
、前記取得工程によって取得された前記画像座標系における前記計測点の二次元位置の座
標を（ＸLS，ＹLS）、（ＸRS，ＹRS）とし、前記カメラ座標系における前記計測点の三次
元位置を（Ｘ，Ｙ，Ｚ）とすると、前記計測点三次元位置算出工程において次式に従って
、前記カメラ座標系における前記計測点の三次元位置を算出することを特徴とする請求項
１から５の何れか一項に記載の三次元位置計測方法。
【数１】

【請求項７】
　請求項１から６の何れか一項に記載された三次元位置計測方法によって複数の計測点の
三次元位置を計測し、これら計測点の三次元位置からこれら計測点間の距離、平面形状の
面積又は立体形状の体積を算出することを特徴とする測量方法。
【請求項８】
　演算処理装置を備え、三次元空間中の複数の基準点が写るように撮像装置によって異な
る２箇所の撮影点で撮像された２枚のパノラマ画像を利用して、前記三次元空間中の計測
点の三次元位置を計測する三次元位置計測装置であって、
　前記演算処理装置が、
　前記パノラマ画像に設定された画像座標系における前記基準点の二次元位置を取得する
基準点二次元位置取得処理と、
　前記基準点二次元位置取得処理によって取得された前記画像座標系における前記基準点
の二次元位置を、前記撮影点を基準として前記三次元空間に設定されたカメラ座標系にお
ける前記基準点の三次元位置に展開する展開処理と、
　前記展開処理によって展開された前記カメラ座標系における前記基準点の三次元位置と
、前記三次元空間中の前記基準点を基準として設定されたワールド座標系における前記基
準点の三次元位置とに基づいて、前記ワールド座標系における前記撮影点の三次元位置を
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算出する三次元位置算出処理と、
　前記画像座標系における前記計測点の二次元位置を前記パノラマ画像上での前記計測点
の二次元位置として取得する取得処理と、
　前記三次元位置算出処理によって算出された前記ワールド座標系における前記撮影点の
三次元位置から定まる前記撮影点間の距離と、前記撮像装置の焦点距離と、前記取得処理
によって取得された前記画像座標系における前記計測点の二次元位置とに基づいて、前記
カメラ座標系における前記計測点の三次元位置を算出する計測点三次元位置算出処理と、
を実行することを特徴とする三次元位置計測装置。
【請求項９】
　三次元空間中の計測点の三次元位置を計測するための三次元位置計測プログラムであっ
て、
　コンピュータに、
　前記三次元空間中の複数の基準点が写るように撮像装置によって異なる２箇所の撮影点
で撮像された２枚のパノラマ画像に設定された画像座標系における前記基準点の二次元位
置を取得する基準点二次元位置取得処理と、
　前記基準点二次元位置取得処理によって取得された前記画像座標系における前記基準点
の二次元位置を、前記撮影点を基準として前記三次元空間に設定されたカメラ座標系にお
ける前記基準点の三次元位置に展開する展開処理と、
　前記展開処理によって展開された前記カメラ座標系における前記基準点の三次元位置と
、前記三次元空間中の前記基準点を基準として設定されたワールド座標系における前記基
準点の三次元位置とに基づいて、前記ワールド座標系における前記撮影点の三次元位置を
算出する三次元位置算出処理と、
　前記画像座標系における前記計測点の二次元位置を前記パノラマ画像上での前記計測点
の二次元位置として取得する取得処理と、
　前記三次元位置算出処理によって算出された前記ワールド座標系における前記撮影点の
三次元位置から定まる前記撮影点間の距離と、前記撮像装置の焦点距離と、前記取得処理
によって取得された前記画像座標系における前記計測点の二次元位置とに基づいて、前記
カメラ座標系における前記計測点の三次元位置を算出する計測点三次元位置算出処理と、
を実行させるための三次元位置計測プログラム。
【請求項１０】
　前記三次元位置算出処理によって算出された前記ワールド座標系における前記撮影点の
三次元位置から定まる前記撮影点間の距離をＬLRとし、前記撮像装置の焦点距離をｆとし
、前記取得処理によって取得された前記画像座標系における前記計測点の二次元位置の座
標を（ＸLS，ＹLS）、（ＸRS，ＹRS）とし、前記カメラ座標系における前記計測点の三次
元位置を（Ｘ，Ｙ，Ｚ）とすると、前記計測点三次元位置算出処理において次式に従って
、前記カメラ座標系における前記計測点の三次元位置を算出することを特徴とする請求項
９に記載の三次元位置計測プログラム。
【数２】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、三次元位置計測方法、測量方法、三次元位置計測装置及び三次元位置計測プ
ログラムに関し、特に三次元空間中の計測点の位置を計測するための技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　建物、構造物等の製造、改築、改良、修理等にあたって、三次元空間中の計測対象の寸
法（二点間の距離）を事前に計測する必要がある。寸法の計測には、コンベックス、光波
測距儀等の計測機器を利用するのが一般的である。
【０００３】
　また、いわゆるステレオカメラの原理を利用して、三次元空間中の任意の位置を計測す
ることもある。例えば特許文献１には、上下２箇所で撮影した２枚のパノラマ画像の間で
互いに対応する点を画像処理技術により特定し、これら対応点に相当する三次元空間中の
計測点を計算する技術が開示されている。なお、特許文献１には、一方のパノラマ画像中
の対応点と他方のパノラマ画像中の対応点を対応付ける点は詳細に記載されているが、そ
れ以外については詳細には開示されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３２５８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、コンベックスを利用して寸法を計測する場合、手作業によってコンベックス
を計測箇所に固定しなければならない。また、光波測距儀を利用して寸法を計測する場合
も、手作業によって光波測距儀を設置し、その設置箇所と所定の箇所までの距離を光波測
距儀によって計測しなければならない。よって、コンベックス及び光波測距儀では、作業
者の手が届かない範囲にある計測対象の寸法を測定することができない。
【０００６】
　画像によって計測する場合は、計測対象の付近に基準となる大きさや形状が既知である
基準点を含む治具を設置して、計測点の位置をその治具と比較して計測する手段があるが
、手が届かない場所では治具を設置すること自体が困難な場合が多く測定することができ
ない。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものである。本発明が解決しようとする
課題は、作業者の手が届かない範囲にある測定対象の位置を特定できるようにすることで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するべく、撮像装置によって異なる２箇所の撮影点で撮像された２枚
のパノラマ画像を利用して、三次元空間中の計測点の三次元位置を計測する三次元位置計
測方法であって、前記三次元空間中の複数の基準点が写る２枚の前記パノラマ画像を前記
撮像装置によって撮像する撮像工程と、前記パノラマ画像に設定された画像座標系におけ
る前記基準点の二次元位置を取得する基準点二次元位置取得工程と、前記基準点二次元位
置取得工程によって取得された前記画像座標系における前記基準点の二次元位置を、前記
撮影点を基準として前記三次元空間に設定されたカメラ座標系における前記基準点の三次
元位置に展開する展開工程と、前記展開工程によって展開された前記カメラ座標系におけ
る前記基準点の三次元位置と、前記三次元空間中の前記基準点を基準として設定されたワ
ールド座標系における前記基準点の三次元位置とに基づいて、前記ワールド座標系におけ
る前記撮影点の三次元位置を算出する三次元位置算出工程と、前記画像座標系における前
記計測点の二次元位置を前記パノラマ画像上での前記計測点の二次元位置として取得する
取得工程と、前記三次元位置算出工程によって算出された前記ワールド座標系における前
記撮影点の三次元位置から定まる前記撮影点間の距離と、前記撮像装置の焦点距離と、前
記取得工程によって取得された前記画像座標系における前記計測点の二次元位置とに基づ
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いて、前記カメラ座標系における前記計測点の三次元位置を算出する計測点三次元位置算
出工程と、を備える。
【０００９】
　以上の課題を解決するべく、演算処理装置を備え、三次元空間中の複数の基準点が写る
ように撮像装置によって異なる２箇所の撮影点で撮像された２枚のパノラマ画像を利用し
て、前記三次元空間中の計測点の三次元位置を計測する三次元位置計測装置であって、前
記演算処理装置が、前記パノラマ画像に設定された画像座標系における前記基準点の二次
元位置を取得する基準点二次元位置取得処理と、前記基準点二次元位置取得処理によって
取得された前記画像座標系における前記基準点の二次元位置を、前記撮影点を基準として
前記三次元空間に設定されたカメラ座標系における前記基準点の三次元位置に展開する展
開処理と、前記展開処理によって展開された前記カメラ座標系における前記基準点の三次
元位置と、前記三次元空間中の前記基準点を基準として設定されたワールド座標系におけ
る前記基準点の三次元位置とに基づいて、前記ワールド座標系における前記撮影点の三次
元位置を算出する三次元位置算出処理と、前記画像座標系における前記計測点の二次元位
置を前記パノラマ画像上での前記計測点の二次元位置として取得する取得処理と、前記三
次元位置算出処理によって算出された前記ワールド座標系における前記撮影点の三次元位
置から定まる前記撮影点間の距離と、前記撮像装置の焦点距離と、前記取得処理によって
取得された前記画像座標系における前記計測点の二次元位置とに基づいて、前記カメラ座
標系における前記計測点の三次元位置を算出する計測点三次元位置算出処理と、を実行す
る。
【００１０】
　以上の課題を解決するために、三次元空間中の計測点の三次元位置を計測するための三
次元位置計測プログラムは、コンピュータに、前記三次元空間中の複数の基準点が写るよ
うに撮像装置によって異なる２箇所の撮影点で撮像された２枚のパノラマ画像に設定され
た画像座標系における前記基準点の二次元位置を取得する基準点二次元位置取得処理と、
前記基準点二次元位置取得処理によって取得された前記画像座標系における前記基準点の
二次元位置を、前記撮影点を基準として前記三次元空間に設定されたカメラ座標系におけ
る前記基準点の三次元位置に展開する展開処理と、前記展開処理によって展開された前記
カメラ座標系における前記基準点の三次元位置と、前記三次元空間中の前記基準点を基準
として設定されたワールド座標系における前記基準点の三次元位置とに基づいて、前記ワ
ールド座標系における前記撮影点の三次元位置を算出する三次元位置算出処理と、前記画
像座標系における前記計測点の二次元位置を前記パノラマ画像上での前記計測点の二次元
位置として取得する取得処理と、前記三次元位置算出処理によって算出された前記ワール
ド座標系における前記撮影点の三次元位置から定まる前記撮影点間の距離と、前記撮像装
置の焦点距離と、前記取得処理によって取得された前記画像座標系における前記計測点の
二次元位置とに基づいて、前記カメラ座標系における前記計測点の三次元位置を算出する
計測点三次元位置算出処理と、を実行させるためのものである。
【００１１】
　以上によれば、三次元空間中の計測点に作業者の手が届かなくても、パノラマ画像は広
い範囲（例えば全方位）を同時に撮影したものであるので、計測点とは全く異なる場所に
ある基準点（例えば、寸法や形状が既知の部材上に定められた点やマーカー等）をパノラ
マ画像に含めるようにして、異なる２箇所の撮影点でパノラマ画像を撮影すれば、作業者
の手が届かない範囲内にある計測点の三次元位置を算出して特定することができる。もち
ろん、作業者の手が届かない範囲のみならず、作業者の手が届く範囲内に計測点があって
も、その計測点の三次元位置を算出して特定することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、手の届く範囲にある計測点のみならず、手の届かない範囲にある計測
点の位置も計測することができるとともに、複数の計測点の位置から線の距離、平面形状
の面積及び立体形状の体積を求めることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】三次元空間中の計測点の位置を計測する様子を示した図面である。
【図２】計測点の位置の計測に利用する基準盤の斜視図である。
【図３】全方位撮像装置の側面図である。
【図４】パノラマ画像を示した図面である。
【図５】三次元計測装置のブロック図である。
【図６】計測方法の工程図である。
【図７】撮影点の位置を算出する処理のフローチャートである。
【図８】ワールド座標系における左側撮影点の座標を算出する処理のフローチャートであ
る。
【図９】カメラ座標系における計測点の座標を算出する処理のフローチャートである。
【図１０】カメラ座標系における計測点の座標を算出する原理を示した図面である。
【図１１】変形例における撮像装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。但し、以下に述べる実施
形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているので、本
発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００１５】
・三次元位置計測方法の概要について
　図１は、基準盤１０、全方位撮像装置３０及び三次元位置計測装置５０を用いて、現実
の三次元空間の中の計測点Ｐ，Ｑの位置を計測する様子を示している。この三次元位置計
測方法では、三次元空間中の基準盤１０を画像に写（映）すようにして全方位撮像装置３
０によって異なる二箇所で全方位（例えば水平方向に３６０°、垂直方向に１８０°）の
撮影をし、取得した２個の全方位画像（全天球画像）及びそれらを展開したパノラマ画像
（正距円筒画像）を利用して二箇所の撮影点間の距離を三次元位置計測装置５０によって
算出し、それらパノラマ画像の中の計測点Ｐ，Ｑの位置から三次元空間中の計測点Ｐ，Ｑ
の位置を三次元位置計測装置５０によって算出する。
【００１６】
　また、三次元位置計測方法は、各種の測量に利用することができる。つまり、計測した
２点以上の計測点（少なくとも計測点Ｐ，Ｑ）の位置を利用して、線の長さ（２点の計測
点間の距離）、平面形状（例えば、正三角形、直角三角形、二等辺三角形、三角形、正方
形、長方形、台形、四角形、多角形、円形、楕円形等）の面積及び立体形状（例えば、三
面体、立方体、直方体、四面体、球体等）の体積を公知の公式・定理により計算すること
もできる。例えば、計測した２点以上の計測点の位置を利用して、部屋９０の天井高、長
さ、幅、奥行き等を計測したり、部屋９０の壁面９３、窓枠９４、ドア枠９５等の高さ、
幅などを計測したり、部屋９０の床面９１、天井面９２、壁面９３、窓枠９４、ドア枠９
５等の面積を計測したり、部屋９０の体積を計測したりすることができる。
　ここで、基準盤１０、全方位撮像装置３０及び三次元位置計測装置５０のセットが三次
元位置計測システムである。
【００１７】
・基準盤及びワールド座標系について
　図２は基準盤１０の斜視図である。
　図２に示すように、基準盤１０は平板１１及び４個のマーカーＡ～Ｄを備える。平板１
１が矩形状の板材であり、平板１１の一方の平面にマーカーＡ～Ｄが記されているので、
これらマーカーＡ～Ｄが同一平面上にある。マーカーＡ～Ｄは基準点であって、マーカー
Ａ～Ｄの位置及びこれらの相対的な位置関係（各マーカーＡ～Ｄ間の距離）が既知である
。つまり、三次元空間中の任意の三次元位置を表す直交座標系ＸＷＹＷＺＷ（以下、ワー
ルド座標系ＸＷＹＷＺＷという。）におけるマーカーＡの座標（ＸＷＡ，ＹＷＡ，ＺＷＡ
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）、マーカーＢの座標（ＸＷＢ，ＹＷＢ，ＺＷＢ）、マーカーＣの座標（ＸＷＣ，ＹＷＣ

，ＺＷＣ）及びマーカーＤの座標（ＸＷＤ，ＹＷＤ，ＺＷＤ）が定数として設定されてい
る。例えば、これらマーカーＡ～Ｄを頂点とした四角形が長方形に設計され、ワールド座
標系ＸＷＹＷＺＷの原点がその長方形の重心に設定され、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷの
ＸＷ軸及びＹＷ軸が平板１１に対して平行に設定され、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷのＺ

Ｗ軸が平板１１に対して直角に設定され、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけるマーカー
Ａ～Ｄの座標がそれぞれ（－ａ，ｂ，０）、（－ａ，－ｂ，０）、（ａ，－ｂ，０）、（
ａ，ｂ，０）に設定されている（但し、ａ，ｂともに正数である）。
【００１８】
　マーカーＡ～Ｄの座標が定数として設定されているので、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷ

がマーカーＡ～Ｄの位置を基準として三次元空間に設定されたものである。そして、ワー
ルド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけるマーカーＡ～Ｄの座標が三次元位置計測装置５０による
計測点Ｐ，Ｑの位置の計測・算出（詳細には後述）に利用される。ここで、マーカーＡ～
Ｄが面積を有するので、マーカーＡ～Ｄの座標（基準点の座標）とは、マーカーＡ～Ｄに
設定された所定の代表点（例えば、中心点）の座標のことをいう。なお、平板１１に対し
てワールド座標系ＸＷＹＷＺＷの原点の位置及び座標軸の向きは適宜変更してもよいが、
原点の位置及び座標軸の向きが変更されることで、マーカーＡ～Ｄの座標（定数）も適宜
変更される。
【００１９】
　マーカーＡ～Ｄのサイズ（寸法）は既知である。例えば、マーカーＡ～Ｄが円環状であ
り、これらの直径ＲＡ１，ＲＢ１，ＲＣ１，ＲＤ１ [mm]が既知の定数として設定されて
いる。なお、マーカーＡ～Ｄの形状は円環状に限らず、例えば四角形（例えば長方形又は
正方形）であってもよい。
【００２０】
　基準盤１０の向きの識別が可能なように、マーカーＡ～Ｄを頂点とした四角形は長方形
であることが好ましいが、他の四角形（例えば、正方形、台形）であってもよい。マーカ
ーＡ～Ｄの識別が可能なように、マーカーＡ～Ｄの色彩、模様、形状等が異なることが好
ましい。
【００２１】
・全方位撮像装置について
　図３は全方位撮像装置３０の側面図である。
　図３に示すように全方位撮像装置３０は筐体３１、レンズ光学系３２，３３、固体撮像
素子３４，３５、シャッターボタン３６、コントローラユニット３７及び記録媒体３８を
備える。
【００２２】
　レンズ光学系３２，３３は広角レンズ、超広角レンズ又は魚眼レンズであり、好ましく
は、画角が１８０°以上の円周魚眼レンズである。レンズ光学系３２，３３は、光学的特
性が同じものである。レンズ光学系３２が筐体３１の前面側に設けられ、レンズ光学系３
３が筐体３１の後面側に設けられている。レンズ光学系３２，３３は、互いに逆向きとな
るように且つそれぞれの光軸が合致するように、筐体３１に組み付けられている。
【００２３】
　固体撮像素子３４，３５はエリア型の撮像素子であり、例えばＣＣＤイメージセンサ又
はＣＭＯＳイメージセンサである。固体撮像素子３４，３５が筐体３１の内部に組み付け
られ、固体撮像素子３４がレンズ光学系３２の結像面に配置され、固体撮像素子３５がレ
ンズ光学系３２の結像面に配置される。
【００２４】
　コントローラユニット３７が筐体３１の内部に組み付けられ、シャッターボタン３６が
筐体３１の後面に設けられている。記録媒体３８は外部半導体メモリであり、筐体３１に
対して着脱可能である。なお、記録媒体３８がコントローラユニット３７に組み込まれた
内蔵メモリであってもよい。
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【００２５】
　作業者がシャッターボタン３６を押下すると、コントローラユニット３７によって固体
撮像素子３４，３５が駆動されて、固体撮像素子３４，３５によって撮像（光電変換）さ
れた画像が固体撮像素子３４，３５からコントローラユニット３７に転送される。コント
ローラユニット３７は、固体撮像素子３４，３５から入力した撮像画像を合成するととも
に各種補正処理（例えば、傾き補正や歪み補正等）をすることによって、全方位（例えば
立体角が４π [sr]）の画像を生成する。更に、コントローラユニット３７は、全方位画
像を平面の直交座標系（以下、画像座標系ＸＳＹＳという。）に座標変換（マッピング）
することによって、パノラマ画像を生成する。そして、コントローラユニット３７は、生
成した全方位画像及びパノラマ画像を記録媒体３８に記録する。ここで、パノラマ画像と
は、水平方向に広い画像をいい、コントローラユニット３７によって生成されたパノラマ
画像は、水平方向に３６０°の範囲、垂直方向に１８０°の範囲の全方位の画像である。
【００２６】
　全方位撮像装置３０としては、例えば株式会社リコー製の全天球カメラ（登録商標：TH
ETA）を利用することができる。
【００２７】
・画像座標系及びカメラ座標系について
　図４は、全方位撮像装置３０によって生成されたパノラマ画像の概略図である。
　パノラマ画像には画像座標系ＸＳＹＳが設定されており、パノラマ画像中の任意のピク
セルの二次元位置が画像座標系ＸＳＹＳの座標で表される。ここで、画像座標系ＸＳＹＳ

のＸＳ軸がパノラマ画像の横方向に対して平行に設定され、画像座標系ＸＳＹＳのＹＳ軸
がパノラマ画像の縦方向に対して平行に設定される。また、コントローラユニット３７に
は傾斜センサーが設けられており、全方位撮像装置３０が傾いた状態で全方位画像を撮影
しても、全方位撮像装置３０を中心として俯仰角０°の全周像がＸＳ軸に平行な中心線に
沿ってパノラマ画像に写るように、コントローラユニット３７によって傾き補正処理が実
行される。従って、三次元空間における俯仰角はパノラマ画像のＹＳ座標から換算され、
三次元空間における水平角はパノラマ画像のＸＳ座標から換算される。
【００２８】
　上述のように全方位撮像装置３０によって異なる二箇所で撮影するが、二箇所の撮影点
のうち左側（レンズ光学系３２の光軸方向に見て左側をいう。）の撮影点（以下、左側撮
影点という。）での撮影によって生成された左側パノラマ画像に設定される画像座標系Ｘ

ＳＹＳを左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳと表記し、左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳのＸＳ軸、
ＹＳ軸をそれぞれＸＬＳ軸、ＹＬＳ軸と表記する。また、他方の撮影点（以下、右側撮影
点という。）での撮影によって生成された右側パノラマ画像に設定される画像座標系ＸＳ

ＹＳを右側画像座標系ＸＲＳＹＲＳと表記し、右側画像座標系ＸＲＳＹＲＳのＸＳ軸、Ｙ

Ｓ軸をそれぞれＸＲＳ軸、ＹＲＳ軸と表記する。
【００２９】
　図１に示すように、三次元空間中の任意の三次元位置は、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷ

のほかに、左側撮影点を原点とした直交座標系（以下、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺ

ＬＣという）の座標によっても表される。同様に、三次元空間中の任意の三次元位置は、
右側撮影点を原点とした直交座標系（以下、右側カメラ座標系ＸＲＣＹＲＣＺＲＣという
）によっても表される。
【００３０】
　左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣのＸＬＣ軸が左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳのＸＬ

Ｓ軸に対して平行に設定され、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣのＹＬＣ軸が左側画
像座標系ＸＬＳＹＬＳのＹＬＳ軸に対して平行に設定され、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬ

ＣＺＬＣのＺＬＣ軸が左側パノラマ画像に対して平行に設定される。右側カメラ座標系Ｘ

ＲＣＹＲＣＺＲＣのＸＲＣ軸・ＹＲＣ軸・ＺＲＣ軸、右側画像座標系ＸＲＳＹＲＳのＸＲ

Ｓ軸・ＹＲＳ軸及び右側パノラマ画像の関係についても同様である。
【００３１】
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　また、上述のようにコントローラユニット３７によって傾き補正が行われるので、左側
カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣのＸＬＣ軸・ＺＬＣ軸及び右側カメラ座標系ＸＲＣＹＲ

ＣＺＲＣのＸＲＣ軸・ＺＲＣ軸は三次元空間における水平面に対して平行である。
【００３２】
・三次元位置計測装置について
　三次元位置計測装置５０は、デスクトップ型、ノートブック型又はタブレット型のパー
ソナルコンピュータである。図５に示すように、三次元位置計測装置５０は演算処理装置
５１、記憶部５２、入力部５３、表示部５４、リーダライタ５５及びインターフェース５
８等を備える。演算処理装置５１は、ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びハードウェア
インタフェース等を有するコンピュータである。記憶部５２は、半導体メモリ又はハード
ディスクドライブ等からなる記憶装置である。入力部５３は、スイッチ、キーボード、ポ
インティングデバイス等の入力装置である。表示部５４は、画面表示を行うディスプレイ
である。
【００３３】
　インターフェース５８は、有線又は無線によって全方位撮像装置３０とデータの送受を
行うためのインターフェースである。例えば、インターフェース５８は、ＵＳＢインター
フェース、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インターフェース又は無線ＬＡＮインターフ
ェースである。
【００３４】
　リーダライタ５５には、全方位撮像装置３０から取り外された記録媒体３８が接続可能
である。リーダライタ５５は、接続された記録媒体３８の読み書きが可能なものである。
具体的には、リーダライタ５５は、記録媒体３８に記録された全方位画像及びパノラマ画
像を読み取って、それら全方位画像及びパノラマ画像を演算処理装置５１に転送する。演
算処理装置５１は、転送された全方位画像及びパノラマ画像を記憶部５２に記録する。こ
こで、記憶部５２に記録された左側全方位画像５６Ｌ、左側パノラマ画像５７Ｌは、それ
ぞれ、左側撮影点における撮影によって生成された全方位画像、パノラマ画像である。記
憶部５２に記録された右側全方位画像５６Ｒ、右側パノラマ画像５７Ｒは、それぞれ、右
側撮影点における撮影によって生成された全方位画像、パノラマ画像である。
【００３５】
　記憶部５２には、演算処理装置５１によって実行可能なプログラム５２ａが格納されて
いる。このプログラム５２ａには、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけるマーカーＡ～Ｄ
の座標が定数として組み込まれている。更に、マーカーＡ～Ｄのサイズ（直径ＲＡ１，Ｒ

Ｂ１，ＲＣ１，ＲＤ１）もプログラム５２ａに組み込まれている。更に、全方位撮像装置
３０の焦点距離ｆ [mm]もプログラム５２ａに組み込まれている。なお、プログラム５２
ａは、演算処理装置５１のＲＯＭに格納されていてもよい。
【００３６】
・計測方法の詳細及び演算処理装置の処理について
　図６を参照して、計測点Ｐ，Ｑの位置の計測方法及び演算処理装置５１の処理の流れに
ついて説明する。ここで、図６は、計測点Ｐ，Ｑの位置の計測工程を示したものである。
　まず、作業者が三次元空間中に基準盤１０を配置する（ステップＳ１）。マーカーＡ～
Ｄの位置がワールド座標系ＸＷＹＷＺＷの座標として設定されているので、基準盤１０が
三次元空間中に配置されることによって、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷが三次元空間に定
義される。
【００３７】
　次に、作業者が基準盤１０から離れた位置に全方位撮像装置３０を配置するとともに、
全方位撮像装置３０のレンズ光学系３２を基準盤１０のマーカーＡ～Ｄに向ける。そして
、シャッターボタン３６を押下することにより全方位撮像装置３０によって基準盤１０の
マーカーＡ～Ｄを撮影する（ステップＳ２）。そうすると、全方位撮像装置３０の固体撮
像素子３４，３５によって撮像画像が生成され、コントローラユニット３７によって全方
位画像及びパノラマ画像が生成され、全方位画像及びパノラマ画像が記録媒体３８に記録
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される。
【００３８】
　次に、作業者が全方位撮像装置３０の位置を変更して、全方位撮像装置３０のレンズ光
学系３２を基準盤１０のマーカーＡ～Ｄに向けた状態でマーカーＡ～Ｄを全方位撮像装置
３０によって再度撮影する（ステップＳ３）。これにより、新たな全方位画像及びパノラ
マ画像が記録媒体３８に記録される。ここで、２回の撮影にわたって、基準盤１０の位置
及び向きを変更しない。なお、２台の全方位撮像装置３０を用いて、ステップＳ２，ステ
ップＳ３の撮影を別々の全方位撮像装置３０によって行ってもよい。
【００３９】
　１回目の撮影の際のレンズ光学系３２の光軸と、２回目の撮影の際のレンズ光学系３２
の光軸を互いに平行することが好ましいが、必ずしも平行にする必要はない。また、１回
目の撮影点と２回目の撮影点を同一水平面上に配置することが好ましいが、これら撮影点
が上下にずれていてもよい。
【００４０】
　次に、全方位撮像装置３０から取り外した記録媒体３８をリーダライタ５５に接続して
、２回の撮影によって生成された全方位画像及びパノラマ画像を記録媒体３８から演算処
理装置５１の記憶部５２に保存する（ステップＳ４）。こうして、画像５６Ｌ，５７Ｌ，
５６Ｒ，５７Ｌ（図５参照）が記憶部５２に記録される。なお、これら画像５６Ｒ，５７
Ｒ，５６Ｌ，５７Ｌがインターフェース５８を通じて全方位撮像装置３０から演算処理装
置５１に転送されて、演算処理装置５１によって記憶部５２に記録されてもよい。
【００４１】
　次に、作業者が入力部５３を操作すると、撮影点三次元位置算出処理がプログラム５２
ａに基づいて演算処理装置５１によって実行される（ステップＳ５）。撮影点三次元位置
算出処理は、左側撮影点及び右側撮影点の三次元位置を算出処理である。撮影点三次元位
置算出処理により算出される左側撮影点の三次元位置は、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷに
より表された座標（ＸＷＬ，ＹＷＬ，ＺＷＬ）であり、撮影点三次元位置算出処理により
算出される右側撮影点の三次元位置は、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにより表された座標
（ＸＷＲ，ＹＷＲ，ＺＷＲ）である。撮影点三次元位置算出処理の詳細については後述す
る（図７及び図８参照）。
【００４２】
　次に、作業者が入力部５３を操作すると、計測点座標算出処理がプログラム５２ａに基
づいて演算処理装置５１によって実行される（ステップＳ６）。計測点座標算出処理は、
左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣ又は右側カメラ座標系ＸＲＣＹＲＣＺＲＣにおける
計測点の座標を算出する処理である。計測点座標算出処理の詳細については後述する（図
９及び図１０参照）。
【００４３】
　次に、長さ・面積・体積の算出処理がプログラム５２ａに基づいて演算処理装置５１に
よって実行される（ステップＳ７）。この算出処理は、ステップＳ６で算出された複数の
計測点の座標を利用して、線の長さ、平面形状の面積及び立体形状の体積を公知の公式・
定理により算出する処理である。
【００４４】
　次に、結果出力処理がプログラム５２ａに基づいて演算処理装置５１によって実行され
る（ステップＳ８）。この結果出力処理は、ステップＳ６やステップＳ７の算出結果を表
示部５４に出力する処理である。なお、ステップＳ６やステップＳ７の算出結果が演算処
理装置５１によって記憶部５２に記録されてもよい。
【００４５】
　続いて、ステップＳ５における左側撮影点の三次元位置（ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷ

により表された座標）の算出処理について、図７を参照して具体的に説明する。なお、右
側撮影点の三次元位置（ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにより表された座標）の算出処理は
左側撮影点の座標の計算処理と同様であるので、その説明は省略する。
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【００４６】
　まず、演算処理装置５１が記憶部５２から左側パノラマ画像５７Ｌを読み込む（ステッ
プＳ１１）。なお、演算処理装置５１がリーダライタ５５を通じて記録媒体３８から左側
パノラマ画像５７Ｌを読み込んでもよい。
【００４７】
　次に、演算処理装置５１が公知の画像処理（例えば、エッジ検出処理等の特徴抽出処理
）によって左側パノラマ画像５７Ｌ中のマーカーＡ～Ｄを認識する。そして、演算処理装
置５１が、左側パノラマ画像５７Ｌ中のマーカーＡ～Ｄのサイズ、より具体的には最大直
径ＲＡＳ，ＲＢＳ，ＲＣＳ，ＲＤＳ[pixel]を検出して取得する（ステップＳ１２）。こ
こで、基準盤１０がレンズ光学系３２の光軸に直交しない場合、マーカーＡ～Ｄが扁平し
た状態で左側パノラマ画像５７Ｌに写っている。
【００４８】
　次に、演算処理装置５１が左側パノラマ画像５７Ｌ上でのマーカーＡ～Ｄの二次元位置
を検出して取得する（ステップＳ１３：基準点二次元位置取得処理）。ここで、検出され
たマーカーＡ～Ｄの二次元位置は左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳで表され、それぞれの座標
を（ＸＬＳＡ，ＹＬＳＡ）、（ＸＬＳＢ，ＹＬＳＢ）、（ＸＬＳＣ，ＹＬＳＣ）、（ＸＬ

ＳＤ，ＹＬＳＤ）とする。
【００４９】
　なお、マーカーＡ～Ｄの最大直径ＲＡＳ，ＲＢＳ，ＲＣＳ，ＲＤＳ及び座標（ＸＬＳＡ

，ＹＬＳＡ）、（ＸＬＳＢ，ＹＬＳＢ）、（ＸＬＳＣ，ＹＬＳＣ）、（ＸＬＳＤ，ＹＬＳ

Ｄ）の取得（ステップＳ１２，Ｓ１３）は、画像処理によるものではなく、手動入力によ
るものでもよい。つまり、左側パノラマ画像５７Ｌが表示部５４に表示された状態で、作
業者が入力部５３を操作して、表示部５４に表示されたマーカーＡ～Ｄを指定することに
よって、演算処理装置５１がマーカーＡ～Ｄの座標（ＸＬＳＡ，ＹＬＳＡ）、（ＸＬＳＢ

，ＹＬＳＢ）、（ＸＬＳＣ，ＹＬＳＣ）、（ＸＬＳＤ，ＹＬＳＤ）を取得する（ステップ
Ｓ１３）。また、作業者が入力部５３を操作して、マーカーＡ～Ｄの最大直径ＲＡＳ，Ｒ

ＢＳ，ＲＣＳ，ＲＤＳを入力することによって、演算処理装置５１がそれら最大直径ＲＡ

Ｓ，ＲＢＳ，ＲＣＳ，ＲＤＳを取得する（ステップＳ１２）。
【００５０】
　次に、演算処理装置５１が、左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳにおけるマーカーＡの座標（
ＸＬＳＡ，ＹＬＳＡ）を左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣにおけるマーカーＡの座標
（ＸＬＣＡ，ＹＬＣＡ，ＺＬＣＡ）に展開する（展開処理）。具体的には、演算処理装置
５１が、マーカーＡの座標（ＸＬＳＡ，ＹＬＳＡ）、直径ＲＡ１及び最大直径ＲＡＳ並び
に焦点距離ｆから、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣにおけるマーカーＡの座標（Ｘ

ＬＣＡ，ＹＬＣＡ，ＺＬＣＡ）を算出する（ステップＳ１４）。
【００５１】
　ここで、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣで表された三次元空間における水平角は
左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳのＸＬＳ座標から換算され、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣ

ＺＬＣで表された三次元空間における俯仰角は左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳのＹＬＳ座標
から換算されるので、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣにおけるマーカーＡの座標（
ＸＬＣＡ，ＹＬＣＡ，ＺＬＣＡ）は次式の通りである。
【００５２】



(12) JP 6167135 B2 2017.7.19

10

20

30

40

【数１】

【００５３】
　同様にして、演算処理装置５１が、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣにおけるマー
カーＢの座標（ＸＬＣＢ，ＹＬＣＢ，ＺＬＣＢ）、マーカーＣの座標（ＸＬＣＣ，ＹＬＣ

Ｃ，ＺＬＣＣ）及びマーカーＤの座標（ＸＬＣＤ，ＹＬＣＤ，ＺＬＣＤ）を算出する（ス
テップＳ１４）。
【００５４】
　ここで、マーカーＡ～Ｄの直径ＲＡ１，ＲＢ１，ＲＣ１，ＲＤ１及び全方位撮像装置３
０の焦点距離ｆが定数としてプログラム５２ａに組み込まれ、ステップＳ１４の算出に際
して、演算処理装置５１がプログラム５２ａから直径ＲＡ１，ＲＢ１，ＲＣ１，ＲＤ１及
び焦点距離ｆを取得する。それに対して、作業者が入力部５３を操作することによって直
径ＲＡ１，ＲＢ１，ＲＣ１，ＲＤ１及び焦点距離ｆを入力し、これにより演算処理装置５
１が直径ＲＡ１，ＲＢ１，ＲＣ１，ＲＤ１及び焦点距離ｆを取得するものとしてもよい。
また、焦点距離ｆが画像５６Ｌ，５７Ｌ，５６Ｒ，５７Ｌのメタデータとして画像５６Ｌ
，５７Ｌ，５６Ｒ，５７Ｌに含まれ、演算処理装置５１が画像５６Ｌ，５７Ｌ，５６Ｒ，
５７Ｌから焦点距離ｆを取得するものとしてもよい。
【００５５】
　ステップＳ１４の後、演算処理装置５１が、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣにお
けるマーカーＡの座標（ＸＬＣＡ，ＹＬＣＡ，ＺＬＣＡ）、マーカーＢの座標（ＸＬＣＢ

，ＹＬＣＢ，ＺＬＣＢ）、マーカーＣの座標（ＸＬＣＣ，ＹＬＣＣ，ＺＬＣＣ）及びマー
カーＤの座標（ＸＬＣＤ，ＹＬＣＤ，ＺＬＣＤ）と、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけ
るマーカーＡの座標（ＸＷＡ，ＹＷＡ，ＺＷＡ）、マーカーＢの座標（ＸＷＢ，ＹＷＢ，
ＺＷＢ）、マーカーＣの座標（ＸＷＣ，ＹＷＣ，ＺＷＣ）及びマーカーＤの座標（ＸＷＤ

，ＹＷＤ，ＺＷＤ）とを利用して、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおける左側撮影点の座
標及び撮影向き（但し、傾き補正されたもの）を算出する（ステップＳ１５：三次元位置
算出処理）。ここで、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷを左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬ

Ｃに座標変換するための座標系変換行列の各要素がワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおける
左側撮影点の座標及び撮影向きによって定められるので、演算処理装置５１が次の座標系
変換式（１）を利用して左側撮影点の位置及び撮影向きを総当り的に算出する。
【００５６】
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【数２】

【００５７】
　詳細には、ステップＳ１５の処理の流れを示したフローチャート（図８）を参照して説
明する。まず、演算処理装置５１が、左側撮影点の座標についての複数の候補（以下、撮
影点候補という）の座標をワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにより所定間隔で指定する（ステ
ップＳ２１）。撮影点候補の座標は座標系変換行列の要素を構成する。
【００５８】
　次に、演算処理装置５１が、撮影点候補ごとに、撮影向きについての候補のベクトル（
以下、撮影向き候補ベクトルという）を算出する。つまり、撮影点候補ごとに、左側カメ
ラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣにおけるマーカーＡ～Ｄの座標とワールド座標系ＸＷＹＷＺ

ＷにおけるマーカーＡ～Ｄの座標と撮影点候補の座標を変換式（１）に当てはめることに
よって、座標系変換行列の要素を構成する撮影向き候補ベクトルを算出する（ステップＳ
２２）。ここで、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけるマーカーＡ～Ｄの座標はプログラ
ム５２ａに定数として組み込まれたものである。但し、作業者が入力部５３を操作して、
ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけるマーカーＡ～Ｄの座標を入力するものとしてもよい
し、マーカーＡ～Ｄ間の距離を入力することによってマーカーＡ～Ｄの座標が演算処理装
置５１によって算出されてもよい。
【００５９】
　なお、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけるマーカーＡ～Ｄの座標と、撮影点候補の座
標とから撮影向き候補ベクトルを算出する計算方法については、参考文献（金谷健一 『
画像理解 －３次元認識の数理－』 森北出版, 1990年, pp. 40-78. ）に詳細に記載され
ている。
【００６０】
　次に、演算処理装置５１が、撮影点候補ごとに、撮影点候補からマーカーＡまでのベク
トルと撮影向き候補ベクトルの外積と、撮影点候補からマーカーＢまでのベクトルと撮影
向き候補ベクトルの外積と、撮影点候補からマーカーＣまでのベクトルと撮影向き候補ベ
クトルの外積と、撮影点候補からマーカーＤまでのベクトルと撮影向き候補ベクトルの外
積とを算出し、これら外積の絶対値の総和（以下、評価値という。）を算出する（ステッ
プＳ２３）。ここで挙げたベクトルは何れもワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけるもので
ある。
【００６１】
　次に、演算処理装置５１は、撮影点候補ごとの評価値を比較し、最小の評価値をとる撮
影点候補を選択する（ステップＳ２４）。その選択した撮影点候補の座標とそれに対応す
る撮影向き候補ベクトルがワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおける左側撮影点の座標（ＸＷ

Ｌ，ＹＷＬ，ＺＷＬ）及び撮影向きのベクトルである。
【００６２】
　なお、上述のステップＳ２１～ステップＳ２４の処理を複数回繰り返し実行し、最後の
ステップＳ２４の処理で選択された撮影点候補及び撮影向き候補ベクトルがワールド座標
系ＸＷＹＷＺＷにおける左側撮影点の座標及び撮影向きとしてもよい。この場合、次の回
のステップＳ２１において指定される撮影点候補の間隔は前の回のステップＳ２１におい
て指定される撮影点候補の間隔よりも狭く設定され、次の回のステップＳ２１において指
定される撮影点候補は前の回のステップＳ２４において選択された撮影点候補の周辺のも
のである。ステップＳ２１～ステップＳ２４の処理を複数回繰り返し実行することによっ
て、左側撮影点の座標及び撮影向きのベクトルをより正確に求めることができるとともに
、撮影点候補の総数の削減を図ることができる（ステップＳ２１～ステップＳ２４の処理
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を１回のみで左側撮影点の座標及び撮影向きのベクトルをより正確に求めるには、これら
撮影点候補の間隔を短く設定して、広範に多くの撮影点候補を設定する必要があるので、
結果として撮影点候補の総数が増えてしまう）。
【００６３】
　続いて、図９及び図１０を参照して、図６に示すステップＳ２の計測点座標算出処理に
ついて詳細に説明する。ここで、図９は計測点座標算出処理のフローチャートであり、図
１０は計測点算出処理の原理の説明図である。
【００６４】
　図１０に示すように、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣで表された三次元空間中の
任意の点Ｍの座標を（ＸＬＣ，ＹＬＣ，ＺＬＣ）とする。また、任意点Ｍが左側パノラマ
画像５７Ｌに写った場合、左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳにおける任意点Ｍの座標を（ＸＬ

Ｓ，ＹＬＳ）とする。また、任意点Ｍが右側パノラマ画像５７Ｒに写った場合、右側画像
座標系ＸＲＳＹＲＳにおける任意点Ｍの座標を（ＸＲＳ，ＹＲＳ）とする。そして、左側
撮影点から右側撮影点までの距離をＬＬＲとすると、距離ＬＬＲはこれらの座標（ＸＷＬ

，ＹＷＬ，ＺＷＬ）、（ＸＷＲ，ＹＷＲ，ＺＷＲ）から求まる（式（２）参照)。
【００６５】
【数３】

【００６６】
　こうした場合、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣにおける任意点Ｍの座標（ＸＬＣ

，ＹＬＣ，ＺＬＣ）は次式（３）～（５）により求まる。
【００６７】

【数４】

【００６８】
　従って、左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳ及び右側画像座標系ＸＲＳＹＲＳにおける計測点
Ｐ，Ｑの座標を特定すれば、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣで表された三次元空間
中の計測点Ｐ，Ｑの座標を式（３）～（５）により算出することができる。そこで、演算
処理装置５１が図９に示すような計測点座標算出処理を実行する。
【００６９】
　まず、演算処理装置５１が左側パノラマ画像５７Ｌ及び右側パノラマ画像５７Ｒを表示
部５４に表示する（ステップＳ３１）。
　次に、作業者が入力部５３を操作して、表示部５４に表示された左側パノラマ画像５７
Ｌ上での任意の位置を指定することによって計測点Ｐの座標を入力すると、演算処理装置
５１が左側パノラマ画像５７Ｌ上の計測点Ｐの二次元位置（左側画像座標系ＸＬＳＹＬＳ

により表された座標）を取得する（ステップＳ３２：取得処理）。同様に、作業者が右側
パノラマ画像５７Ｒ上での任意の位置を指定することによって計測点Ｐの座標を入力する
と、演算処理装置５１が右側パノラマ画像５７Ｒ上の計測点Ｐの二次元位置（右側画像座
標系ＸＲＳＹＲＳにより表された座標）を取得する（ステップＳ３３：取得処理）。
　次に、演算処理装置５１が式（３）～（５）を利用して左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣ
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ＺＬＣにおける計測点Ｐの座標を算出する（ステップＳ３４：計測点位置算出処理）。な
お、右側カメラ座標系ＸＲＣＹＲＣＺＲＣにおける計測点Ｐの座標を算出するものとして
もよい。
【００７０】
　同様にして、作業者がパノラマ画像５７Ｌ，５７Ｒ上での計測点Ｑの座標を入力すると
、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣにおける計測点Ｑの座標が演算処理装置５１によ
って算出される。そして、次式（６）のように、左側カメラ座標系ＸＬＣＹＬＣＺＬＣに
おける計測点Ｐの座標（ＸＬＣＰ，ＹＬＣＰ，ＺＬＣＰ）及び計測点Ｑの座標（ＸＬＣＱ

，ＹＬＣＱ，ＺＬＣＱ）から計測点Ｐ，Ｑ間の距離ＬＰＱが演算処理装置５１によって算
出される（図６のステップＳ７参照）。
【００７１】
【数５】

【００７２】
　また、計測点Ｐ，Ｑの座標（ＸＬＣＰ，ＹＬＣＰ，ＺＬＣＰ），（ＸＬＣＱ，ＹＬＣＱ

，ＺＬＣＱ）やこれらの間の距離ＬＰＱが演算処理装置５１によって表示部５４に表示さ
れる（図６のステップＳ８参照）。
【００７３】
・効果
　以上の実施形態には次のような効果がある。
（１）　計測点Ｐ，Ｑが手の届く範囲や手の届かない範囲の何れにあっても、計測点Ｐ，
Ｑの位置をカメラ座標系の座標として計測することができる。計測点Ｐ，Ｑが手の届かな
い範囲にある場合、脚立や足場等の計測補助具を設置しなくても済む。計測者の人数が少
なくても、たとえ一人であっても、計測点Ｐ，Ｑの位置を計測することができる。
【００７４】
（２）　基準盤１０を配置して、２回の撮影を行うだけで、計測点Ｐ，Ｑの位置を簡易且
つ簡便に行うことができる。
【００７５】
（３）　全方位撮像装置３０が全方位の画像を撮像するものであるので、計測点Ｐ，Ｑが
どのような位置・方位にあっても、計測点Ｐ，Ｑがパノラマ画像に写りさえすれば、計測
点Ｐ，Ｑの位置を計測することができる。特に、部屋９０等の密閉空間内にある対象点の
位置を計測するのに有効的である。
【００７６】
・変形例
　以上、本発明を実施するための形態について説明したが、上記実施形態は本発明の理解
を容易にするためのものであり、本発明を上記実施形態に限定して解釈するためのもので
はない。本発明の実施形態はその趣旨を逸脱することなく変更、改良され得るとともに、
本発明の範囲にはその等価物も含まれる。以下に、上記実施形態から変更した点について
幾つか例を挙げて説明する。
【００７７】
　上記実施形態では、全方位画像及びパノラマ画像がコントローラユニット３７によって
生成されたが、演算処理装置５１によって生成されてもよい。つまり、全方位撮像装置３
０の固体撮像素子３４，３５によって撮像された画像が演算処理装置５１に転送されて、
演算処理装置５１がそれらの撮像画像を合成して全方位画像を生成し、その全方位画像を
パノラマ画像に座標変換してもよい。この場合、プログラム５２ａが、全方位画像生成処
理及びパノラマ画像生成処理を演算処理装置５１に実行させる。
【００７８】
　上述の実施の形態では、全方位撮像装置３０は、前側のレンズ光学系３２及び固体撮像
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素子３４と、後ろ側のレンズ光学系３３及び固体撮像素子３５とが共通の筐体３１に組み
付けられたものである。それに対して、図１１に示すように、前側のレンズ光学系３２及
び固体撮像素子３４と後ろ側のレンズ光学系３３及び固体撮像素子３５とが別々の筐体３
１Ａ，３１Ｂに組み込まれ、これらレンズ光学系３２，３３が反対向きなるようにこれら
筐体３１Ａ，３１Ｂが配置されてもよい。この場合、前後の固体撮像素子３４，３５によ
って撮像された画像が演算処理装置５１に転送されて、演算処理装置５１がプログラム５
２ａに従ってそれらの撮像画像を合成して全方位画像を生成するとともに、その全方位画
像をパノラマ画像に座標変換する。全方位画像及びパノラマ画像の生成に際しては、カメ
ラキャリブレーションにより取得された内部パラメータ（焦点距離等）が利用される。
【００７９】
　上述の実施の形態では、基準盤１０を使用して、基準盤１０のマーカーＡ～Ｄを全方位
撮像装置３０によって撮影した。それに対して、マーカーＡ～Ｄ以外の４点の基準点を全
方位撮像装置３０によって撮影してもよい。例えば、寸法と形状が既知の部材上に定めら
れた四つ以上の点を基準点として、その部材及びそれら基準点を全方位撮像装置３０によ
って撮影してもよい。この場合、これら基準点が同一平面上にあることが好ましい。部材
の寸法と形状が既知であるので、その部材上に定められた四つ以上の基準点の相対的な位
置関係（距離）が予め既知である。そして、ワールド座標系ＸＷＹＷＺＷにおけるこれら
基準点の座標がプログラム５２ａに予め組み込まれているか、作業者の入力部５３の操作
により手動入力される。例えば、基準点としては、寸法及び形状が既知の矩形状窓枠の四
隅の点、寸法及び形状が既知の矩形状ドア枠の四隅の点、寸法及び形状が既知の矩形状壁
面の四隅の点等を利用することができる。
【００８０】
　上述の実施の形態では、平板１１に４個のマーカーＡ～Ｄが付されていたが、５個以上
のマーカーが平板１１に付されていてもよい。
【符号の説明】
【００８１】
　１０…基準盤，　１１…平板，　３０…全方位撮像装置，　３１…筐体，　３１Ａ…筐
体，　３１Ｂ…筐体，　３２…レンズ光学系，　３３…レンズ光学系，　３４…固体撮像
素子，　３５…固体撮像素子，　３６…シャッターボタン，　３７…コントローラユニッ
ト，　３８…記録媒体，　５０…三次元位置計測装置，　５１…演算処理装置，　５２…
記憶部，　５２ａ…プログラム，　５３…入力部，　５４…表示部，　５５…リーダライ
タ，　５６Ｌ…左側全方位画像，　５６Ｒ…右側全方位画像，　５７Ｌ…左側パノラマ画
像，　５７Ｒ…右側パノラマ画像，　５８…インターフェース，　９０…部屋，　９１…
床面，　９２…天井面，　９３…壁面，　９４…窓枠，　９５…ドア枠，　Ａ…マーカー
（基準点），　Ｂ…マーカー（基準点），　Ｃ…マーカー（基準点），　Ｄ…マーカー（
基準点），　Ｐ…計測点，　Ｑ…計測点



(17) JP 6167135 B2 2017.7.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 6167135 B2 2017.7.19

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(19) JP 6167135 B2 2017.7.19

【図９】 【図１０】

【図１１】



(20) JP 6167135 B2 2017.7.19

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  坂上　肇
            東京都清瀬市下清戸４丁目６４０番地　株式会社大林組技術研究所内
(72)発明者  高橋　裕信
            茨城県つくば市吾妻２－５－１　つくば市産業振興センター２０５　株式会社アプライド・ビジョ
            ン・システムズ内
(72)発明者  水口　祐司
            茨城県つくば市吾妻２－５－１　つくば市産業振興センター２０５　株式会社アプライド・ビジョ
            ン・システムズ内

    審査官  三好　貴大

(56)参考文献  特開２００３－２４２４８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２０２１２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１４５１４３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｂ　　１１／００－１１／３０
              Ｇ０１Ｃ　　　３／００－　３／３２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

